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１ 策定の主旨 

「県民環境林」は、社団法人青い森農林振興公社（以下「公社」という。）が昭和

４５年から民有地に造林した分収林を、平成２５年４月から県がその地位を承継し管

理・経営する森林のことで、面積は１０，２１５ヘクタール、経営期間は平成６８年

までとなっています。 
公社がこれまで整備してきた分収林は、森林資源の造成だけでなく森林の持つ公益

的機能の発揮等に重要な役割を果たしてきた極めて重要な森林であり、今後、県民環

境林を県民共通の「公共財」として、公益的機能をより一層発揮させるとともに、木

材販売収益の向上等により県民負担を可能な限り軽減しながら、適切に管理・経営し

ていくために経営方針を策定するものです。 
 
 
２ 森林整備の基本的な考え方 

森林の整備に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させる

ため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地球温暖化

に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化も考慮しつつ、契約者との分収

造林契約に基づき適正な森林施業を実施することにより、健全な森林資源の維持造成

を推進します。 
特に間伐については、路網の適正配置による生産性の向上や高性能林業機械の活用

による低コストシステムの導入により、利用間伐を推進します。 
 
 

３ 基本方針 

県民環境林は、次の３点を基本方針に掲げ、県民の負託に答えるよう努めます。 
 

  全ての県民が等しく恩恵を受ける森林の公益的機能の発揮 

  収益性に配慮した経営による財産の造成 

  県民の理解と参画による適正な管理と整備の推進 
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４ 具体的な取組方向 

  ３点の基本方針に基づき、次の取組方向を推進します。 

 

（１）全ての県民が等しく恩恵を受ける森林の公益的機能の発揮 

① 長伐期施業の導入 

  契約者の要望に応じて契約期間を８０～９０年まで延長可能とし、長期間公益

的機能を維持しながら、自然植生の誘導による複層林化や針広混交林化を進め、

公益的機能の維持増進を図ります。 

なお、契約延長する際は契約期間が満了する５年程度前に、森林の生育状況等

を勘案し契約者と協議しながら進めるとともに、契約延長後の木材価格の上昇等、

市況に変化があった場合は柔軟に対応し、契約期間の途中においても双方協議の

上、伐採・分収が可能となるようにします。 

 

② 新たな分収方式の設定 

「収益分収方式」により全ての立木を一斉に売り払い収益を分収する方式から、

伐採後の土砂災害発生等の公益的機能の悪化を防ぐため、契約者の持分を立木で

残す「立木分収方式」や契約者に県の持分を買い取ってもらい全ての立木を残す

「立木買取方式」を新たに追加し、契約者がこの３種類の分収方式を選択すること

を可能とします。 

分収方式の選択についても長伐期施業と同様に、契約期間が満了する５年程度

前に契約者と協議しながら進めることとし、県としては、より環境負荷の少ない

皆伐によらない施業を推進するため「立木買取方式」→「立木分収方式」→「収

益分収方式」の優先順位で契約者と交渉します。 

 

（２）収益性に配慮した経営による財産の造成 

① 利用間伐の推進 

    これまでの除伐や切捨間伐を中心とした森林整備から、森林資源の充実に伴い、

間伐した木材を搬出して市場で販売する利用間伐にシフトし、契約者により多く

の間伐収益を還元します。 

なお、平成２５年度から平成２９年度までの５か年間については、年平均で約

３００ヘクタール程度の利用間伐を行うこととします。 
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② 森林整備資金を確保する新たな仕組みの導入 

間伐した森林が吸収した二酸化炭素量を売買可能なクレジットとして認証・発

行する「Ｊ－ＶＥＲ制度」や賛同企業が印刷物を発注する際、間伐 を行うために

不足する資金に相当する金額を上乗せした価格の用紙を使用してもらうことで、

費用不足分を補い間伐 を促進する「青い森の町内会」、森林に企業名やブランド

名を付け対価を得る「ネーミングライツ」の導入などの取組を推進し、森林整備

に要する資金の確保に努めます。 

 

③ 公募型プロポーザル方式の導入 

業務の効率化によるコスト削減や利用間伐の推進による収益の増加に配慮した

経営が重要であることから、民間事業体から、利用間伐や路網整備等に関する技

術提案を公募し、一定期間一括で委託する「公募型プロポーザル方式」の導入な

どにより、コスト意識の高い民間経営のノウハウを活用した管理・経営を推進し

ます。 

 

ア 委託期間と委託区域 

委託期間は原則５年間とし、県内を一括で委託します。 

なお、初回５年間の実施状況を検証し、次回の委託方法を検討します。 

 

イ 委託内容と経費 

委託する内容は森林整備の全部と管理業務の一部とし、必要経費の一部につ

いては、造林補助金の活用や間伐材の販売収入で賄います。 

区 分 委 託 内 容 

森 林 整 備 除伐、利用間伐、枝打ち、路網開設等 

管 理 業 務 巡視、境界保全、支障木整理、道路補修等 

 

ウ 応募資格と選定方法 

安全かつ効率的に経営するための高度な知識・技術を有する林業事業体等に

委託します。なお、共同事業体（ＪＶ）による応募も可能とし、広く参入機会

を創出し競争性を高めます。 

事業体の選定にあたっては、透明性の確保に配慮し、利害関係のない第三者

（外部委員）を含む委員会を設置し、一定の審査基準を設定して審査します。 
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（３）県民の理解と参画による適正な管理と整備の推進 

① 森林環境教育のためのフィールド提供 

自然観察や体験などの森林環境教育を実践するためのフィールドとして提供し

ます。 

 

② 企業の森づくりやボランティア団体等による森林整備の受入 

企業や団体等が社会貢献活動の一環として行う森づくり活動のフィールドとし

て、受入体制を整備します。 

 

③ 多面的な活動を通じた地域社会への貢献 

エコツアーなど観光関係とのタイアップや森林セラピーのフィールド提供など

多面的な活用を進めるとともに、試験研究機関や林業普及事業と連携し、技術や

事例に関する積極的な情報発信を行います。 

 

 

５ 県民負担軽減のための取組 

県民環境林経営検討委員会報告書（以下「報告書」という。）の収支予測におい

て、高性能林業機械の活用や、路網の整備、分収割合の見直しについてのが提言がな

され、これを実行し、木材価格が現状ベースで推移した場合、２７億円の増収効果を

生むとされており、県民負担を軽減するため、次の取組を進めます。 

 

（１）高性能林業機械の導入 

県民環境林の整備にあたっては、高性能林業機械を活用し、作業の低コスト化を

図るとともに、これを効率的に活用できるよう、列状間伐等の低コスト作業システ

ムの構築や集約化に取り組みます。 

なお、生産性の向上による経費削減効果だけでなく、労働強度の軽減や安全作業

の確保等、様々な効果があることから、森林組合や林業事業体に対して高性能林業

機械を積極的に導入するよう指導していきます。 

 

（２）路網の整備 

現状の平均集材距離６９０ｍを、平均４００ｍ程度まで短縮することを目標に、

路網整備に取り組みます。 
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なお、整備にあたっては費用対効果を十分に見極め、より負担の少ない事業の活

用や国に対する制度要望、隣接する他の民有林も取り込んだ路線選定による相乗効

果の発揮、林道・林業専用道・森林作業道の有機的連携等を図ります。 

 

（３）分収割合の見直し同意の取得 

県に移管して以降も同意が得られていない契約者に対しては、丁寧に説明の上、

見直しに理解を求め、１００パーセントの同意を得ることにより県民負担の軽減効

果を最大とするよう努めます。 

 

 

 

〈参 考〉 

平成２５年４月の県への移管に際しての県民負担軽減の取組は次のとおりです。 

 

１ 第三セクター等改革推進債の活用 

報告書において、本県が活用した場合、約４３億円もの極めて高い活用効果額が

試算された「第三セクター等改革推進債」を財源として、平成２５年４月の公社解

散時に日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）に対し損失補償を実行します。 

 

２ 遅延損害金の圧縮 

県と公庫が締結している損失補償契約に基づく損失の確定を、公庫と交渉の上２

か月間短縮して平成２５年４月の公社解散時とし、約０．３４億円分の遅延損害金

を圧縮します。 
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６ 経営にあたっての留意点 

  今後の県民環境林の経営に当たり、特に次の４点に留意しながら進めます。 

 

（１）県民に対する説明・ＰＲ 

県民環境林の経営方針や森林整備の取組、収支状況、森林の持つ公益的機能の重

要性等について、契約者に対する説明会や出前講座において県民に対して直接説明

を行うほか、県ホームページへの掲載や契約者に対するダイレクトメールの送付等、

様々な機会を捉え県民視点で分かりやすく丁寧に説明し、県民理解の促進に努めま

す。 

 

（２）県産材利用拡大の推進 

国内外の木材動向に注視しながら経営にあたるとともに、木材価格の上昇に向け

て、県産材利用に係る人財育成や普及啓発、公共建築物等における総合的な県産材

利用拡大対策のほか大型木材加工施設の立地を、市町村や業界・団体、消費者と一

体となって取り組みます。 

 

（３）経営の検証と公開性の確保 

平成６８年度まで超長期の経営が今後も続くことから、社会経済状況の変化に対

応して、５年程度のサイクルで参考資料（３）の収支予測を踏まえ、将来収支を試

算・再検証するなど、計画等の見直しを適宜行うこととします。 

また、事業計画や実績、収支状況等についてホームページ等の媒体を活用して公

開することとし、県民の意見や理解を得ながら経営を進めていきます。 

 

（４）国に対する要請 

国の施策に基づいて分収造林事業を推進してきた経緯や、今後とも管理・経営に

あたっては県民負担を伴うことから、造林補助金を公社と同様の高率補助事業の対

象とすることや、補助対象林齢を拡充すること等について、国等に対する支援を要

請していくとともに、分収林を移管した県など、同様の課題を共有する県と連携し

ながら進めていくこととします。 
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７ 参考資料 

（１）県民環境林の市町村別面積 

市町村名 契 約 面 積(ha) うち市町村有林(ha) うち財産区有林(ha) 

平 内 町 １，２５０ 
  

階 上 町 １，１３５ 
  

む つ 市 ８８３ １７２ 
 

鰺ヶ沢町 ８２０ 
 

３０７ 

十和田市 ７７９ 
 

２１ 

弘 前 市 ５２６ 
  

田 子 町 ５０９ ４５ 
 

東 通 村 ４８８ 
 

５０ 

八 戸 市 ４５９ 
  

南 部 町 ４１２ 
  

三 戸 町 ３９１ 
 

４３ 

七 戸 町 ３７７ 
  

青 森 市 ３３７ 
 

２２１ 

五 戸 町 ３２４ 
  

深 浦 町 ２８７ 
  

新 郷 村 ２１９ 
 

８ 

五所川原市 ２１１ 
 

１２７ 

東 北 町 １７０ １６ 
 

大 鰐 町 １６８ 
 

１１４ 

黒 石 市 ８３ 
 

１５ 

風間浦村 ８１ 
 

５５ 

平 川 市 ６３ 
 

４５ 

野辺地町 ３７ １１ 
 

今 別 町 ３５ ２２ 
 

六ケ所村 ３１ ２ 
 

西目屋村 ２９ 
  

佐 井 村 ２３ 
  

大 間 町 ２３ 
  

横 浜 町 ２０ 
  

外ヶ浜町 １１ ５   

中 泊 町 ９ 
 

  

六 戸 町 ９ 
 

  

蓬 田 村 ８ 
 

  

つがる市 ８ 
 

  

合  計 １０，２１５ ２７４ １，００７ 
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（２）県民環境林の所有形態別の面積・件数割合 

所 有 形 態 
契約面積 

(ha) 
比率 

契約件数 

（件） 
比率 

個  人 ４，８０９  ４７% ９９７ ７６% 

共  有 １，２５８  １２% １２６ １０% 

森 林 組 合 １９８  ２% １３ １% 

生産森林組合 ６９８  ７% ２１ ２% 

社  寺 ３２１  ３% ９ １% 

法人・その他 ８３４  ８% ４２ ３% 

農協・漁協 ８１６  ８% ２２ ２% 

市 町 村 ２７４  ３% ２４ ２% 

財 産 区 １，００７  １０% ５６ ４% 

計 １０，２１５  １００% １，３１０ １００% 

  ※ 資料（１）、（２）の数値は、平成２５年１月現在の数値である。 
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（３）県民環境林の収支予測 

分収割合の見直しによる県民負担軽減策や路網整備による集材距離の短縮、高

性能林業機械の導入による作業の低コスト化等を実行し、木材価格が現状のまま

で推移するとした場合、純収益は３９．２億円となり、先の公社資産評価時の純

収益１２．２億円に比べると２７億円の増収効果を生むこととなる。 

また、仮に木材価格が１０％上昇した場合の純収益は６２．９億円、２０％の

場合は８７．４億円、５０％の場合は１６１．２億円となり、公社資産評価時の

純収益に比べると各々５０．７億円、７５．２億円、１４９億円の効果が得られ

ると予測される。 

なお、現在の公社債務約３６０億円の全てが償還可能となるのは、スギの価格

が約８，７００円から１３１％上昇した場合、額にして１１，４００円上昇し、

約２０，１００円になった場合である。  

単位：億円 

内 容 

収 支 予 測 

パターン１ 

(-10%) 

パターン２ 

(資産評価時) 

パターン３ 

(+10%) 

パターン４ 

(+20%) 

パターン５ 

(+50%) 

《公社試算値》 

・高性能林業機械未導入 

・平均集材距離 690m

（現状値） 

・分収割合6:4 

- 12.2 - - - 

《目標値》 

・高性能林業機械導入 

・平均集材距離400m 

・分収割合 7:3(8:2)に

100％の同意 

18.7 39.2 62.9 87.4 161.2 

+6.5 +27.0 +50.7 +75.2 +149.0 

《参考》 

各パターンにおける 

スギ木材価格 

7,800円/m3 
8,722円/m3 

（直近５か年平均） 
9,600円/m3 

10,500円/m3 

（H16～17年価格） 

13,100円/m3 

（H13～14年価格） 

  ※ 県民環境林経営検討委員会報告書（平成２４年１１月）より抜粋 
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〈附表：単年度の純収益の推移〉 
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〈附表：累計の純収益の推移〉 
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（４）他県の抜本的経営改革の状況 

都道府県名 処理年度 処理方法 三セク債の活用 処理後の取扱 

①岩手県 Ｈ１９ 免責的債務引受け － 県営林化 

②大分県 Ｈ１９ 免責的債務引受け － 県営林化 

③滋賀県 Ｈ１９ 免責的債務引受け － 公社存続 

④神奈川県 Ｈ２２ 清算計画 ８５億円 県営林化 

⑤茨城県 Ｈ２３ 免責的債務引受け 未 活 用 県営林化 

⑥群馬県 
Ｈ２３ 

（Ｈ26.3月解散） 
民事再生 ５２億円 契約解除 

⑦青森県 
Ｈ２４ 

（Ｈ25.4月解散） 
民事再生 １３０億円 県営林化 

⑧広島県 
Ｈ２５ 

（予定） 
（未定） 活用予定 県営林化 

⑨愛知県 
Ｈ２５ 

（予定） 
（未定） 活用予定 県営林化 

⑩山梨県 
Ｈ２８ 

（予定） 
（未定） 未 定 県営林化 

  ※ 平成２５年１月現在 
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（５）県移管に関する主な経緯 

時  期 内     容 

２２年度 

１０月 
・ 「社団法人青い森農林振興公社経営検討委員会」から抜本的な

公社の経営改革について提言 

１２月 

・ 「社団法人青い森農林振興公社経営検討委員会」から分収割合

の見直しについて提言 

・ 分収造林事業を県が引き継ぐことなどを内容とする「公社の経

営改革の方向」を決定し、県民に公表 

２３年度 ４月～ 
・ 分収割合の見直しの同意取得や債務処理などの県への移管手続

を開始 

２４年度 

８月 ・ 公社が青森地方裁判所に民事再生手続を申立て 

１１月 
・ 「県民環境林経営検討委員会」から県民環境林の経営方向や県

民負担の軽減等について提言 

１２月 

・ 第２７２回定例会において県貸付金の請求権の一部を放棄する

議案を議決 

・ 県と県議会において、農林水産省と県選出国会議員に対して、

要望活動を実施（造林補助制度に対する要望） 

１月 

・ 県民環境林の経営方針を策定 

・ 県において、林野庁に対して、要望活動を実施（造林補助制度

に対する要望） 

２月 
・ 第２７３回定例会において県民環境林の管理・経営経費や公庫

に対する損失補償に要する予算案を上程 

２５年度 ４月 
・ 分収林を県に移管し、県民環境林として県が経営・管理 

・ 公庫に対する損失補償の実行 

 


